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はじめに 

国内外の観光客が快適に旅行を楽しむためには、地域が一体となった観光客の受入環境の整

備を図る必要がある。特にも、旅行形態が団体旅行から目的別個人旅行に大きく変化する中、

観光案内サインの果たす役割は重要である。このため、新たに設置、リニューアル、多言語化

を推進する観光案内サインの基準を示す「一関市観光案内サイン整備ガイドライン」を作成す

るに至った。 

作成にあたっては、一般社団法人世界遺産平泉・一関 DMO に業務を委託し、市民、観光事業

者および観光案内サイン専門家によるワークショップを開催した。ワークショップでは、広く

市民の意見を集め、一関の観光の魅力を再確認した上で、観光事業者および観光案内サイン専

門家の見解の下、観光案内サインの在り方について検討し、当市の観光案内サインのガイドラ

インを作成した。 

 

ワークショップを下記に示す内容で４回開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民ワークショップに参加した市民は次のとおりである。 

  ・一関修紅高等学校   ：  7名 

  ・岩手県立一関第一高等学校 ： 10名 

  ・岩手県立一関第二高等学校 ：  8名 

  ・岩手県立千厩高等学校   ：  7名 

  ・岩手県立大東高等学校   ：  5名 

  ・一般         ： 22名 

 

本ガイドラインは、今後の社会情勢の変化や最新技術の動向に適切に対応するため、必要

に応じて見直しすることとする。 

第 1回 

第 2回 

第 3回 

第 4回 

市民ワークショップ 

事業者ワークショップ 

一関の観光の自慢、強み・弱みなど、観光資源の現状や視点の 

アイデア出し 

市民が考える一関の観光の軸（スタンダード）と

観光案内（サイン） 

観光地視察、観光案内サインの課題抽出 

観光事業者が考える一関の観光

案内サインのあるべき姿 
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１． 観光案内サインの整備基本方針 

日本人、訪日外国人を問わず、地理に不案内な観光客が一人でも移動することができる

環境を整備することが観光客の満足度向上には重要である。そのためには、観光客に必要

な観光情報を、適切な場面で提供しなければならない。 

適切な場面で提供する必要な観光情報とは、現在地情報、目的地への行き方（方向や距

離、所要時間等）等の「位置に関する情報」と、目的地である観光資源の概要等の「位置

以外に関する情報」がある。 

観光情報の提供手段は、観光案内サインの他に、地図やガイドブック、パンフレット等

の紙媒体、Web ページ等をパソコンや携帯端末で閲覧する IT 機器、観光案内所や観光拠点

におけるガイドによる人的な案内等数多くある。提供可能な情報の量や情報の鮮度がそれ

ぞれ異なるため、相互に組み合わせる、または、使い分けて連携させることが肝要である。 

 

(1) 一関の観光資源と観光案内サインの現状と課題 

ガイドライン作成にあたり、「はじめに」で示したとおり、市民ワークショップを開催

し、市民の考える一関の観光資源の再確認と観光案内サインについて、多くの意見が出

された。 

① 一関の観光資源と課題 

ア） 観光資源（ワークショップで挙げられた当市の代表的な観光資源 

猊鼻渓、厳美渓、栗駒山（須川岳）、世嬉の一、みちのくあじさい園、ジャズ喫

茶ベイシー、館ヶ森アーク牧場、岩手サファリパーク  

イ） 課題 

当市の代表的な観光地を拠点として強化に努め、その周辺資源と組み合わせ、体

験などのソフト事業を組み入れ、観光地への案内を充実することが求められる。 

 

② 観光案内サインの現状と課題 

ア） 現状 

1) 主要駅、バス停、駐車場など交通拠点から観光地までの動線が確認できる案内 

が無い 

2) 観光地から交通拠点までの案内が無い、または、分かりにくい 

3) 製作から時間が経過しているため、周辺内容とマッチングができていない 

4) 統一性がなく観光拠点ごとにデザインが異なる 

5) 多すぎ少なすぎなど、設置が観光地ごとに基準が異なる 

イ）課題 

1) 一関市としての統一性を持たせる 

2) 動線としての連続性を持たせる 
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3) 景観に配慮する 

4) 外国語表記やピクトグラムを活用する 

5) ユニバーサルデザインを取り入れる 

6) 生活圏との共存を図る 

7) 他の情報伝達手段と連携（ITの活用）させる 

8) 自治体と民間事業者との費用負担の在り方を検討する 

9) 関係者（機関）との協力体制を確立する 

 

(2) 観光案内サイン整備の基本方針 

観光案内サイン整備では、ワークショップで挙げられた観光案内サインに係る意見や、

観光事業者および観光案内サイン専門家の見解をもとに、猊鼻渓をはじめ厳美渓、栗駒

山（須川岳）や骨寺村荘園遺跡など、多様な景観を持つ本市において、訪日外国人を含

む観光客が『迷うことなく快適に観光できるようにする』ことをテーマに整備していく

ものとする。 
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２． ガイドラインが対象とする観光案内サイン 

(1) 観光案内サインの種類 

① 案内サイン 

地図を用いて観光情報を提供する。 

主に自治体や観光関連団体等により交通結節、市街地、観光拠点に設置されるものや、

広域周遊のために交通結節、道の駅やサービスエリアなどに設置され、比較的広域の地

図情報や観光情報が掲載される案内板で、地図をメインコンテンツとし、現在地、周辺

観光拠点等の位置関係情報を面的に提供するもの。 

② 誘導サイン 

矢印等を用いて目的の観光拠点を案内する。 

道路管理者以外のものにより設置される案内板で、目的とする観光拠点等への方向、

距離等の情報を提供するもの。 

③ 解説サイン 

観光拠点の名称表示やその概要説明を提供する。 

自治体、観光関連団体、その施設の管理者等により設置される案内板で、当該観光拠

点概要や魅力等の観光拠点情報を写真や解説文で提供するもの。 

 

（参考）観光案内サインの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 観光施設事業者等が設置する観光案内サイン 

観光施設事業者等が設置する観光案内サインは、主に観光拠点への誘導案内として設

置される。これらの観光案内サインについては、英文併記や色彩、景観への配慮等、当

ガイドラインの遵守や古い案内板の更新等整備の協力をお願いすることとする。 
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３． 観光案内サイン整備の基本的な考え方 

(1) 観光案内サインの整備方針 

観光案内サイン（案内サイン、誘導サイン、解説サイン）の各種情報提供手段を連携

させ、効率よく観光客に必要な情報を提供できるように組み合わせる。 

① 案内サイン 

位置に関する情報を提供する。 

② 誘導サイン 

情報過多を避けその地域の周遊特性を勘案し、目的観光拠点や施設の名称、方向、距

離の情報を提供する。 

③ 解説サイン 

観光拠点や施設に関する情報を提供する。 

 

地域全体の案内という観点から、設置主体が異なる観光案内サインであっても、観光

客に対し一貫した統一性のある観光情報の提供を行うように連携・調整が必要である。 

標識等が乱立する場合、既存の標識を含めた観光案内サインの統廃合による集約化を

図り、一目で観光案内サインであることが分かるような情報提供場所を示すピクトグラ

ムの活用等により顕在化を検討する必要がある。 

また、観光パンフレットやホームページで使用しているイラストやロゴ、写真等を活

用し統一性を持たせることで、観光地を観光客がイメージできることが必要である。 

 

  【ピクトグラム】 

 

 

 

 

  【イラスト】 

 

 

 

 

 

 【写真】 

 

 

 

 

 厳美渓 
猊鼻渓 

博物館/美術館 

Museum 

猊鼻渓 

温泉 

Hot spring 

自然保護 

Nature reserve 

無線 LAN 

Wireless LAN 
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新たに観光案内サインを整備する場合、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの導

入を検討する。近くから対面するものを見る場合、観光案内サインの盤面中心は床面か

ら 135㎝程度の高さが適当とされている（出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等

円滑化整備ガイドライン（「８．参考文献」参照））。 

 

(2) 観光案内サインの保守管理 

観光案内サインの保守管理に関しても留意する。整備においては耐久性に優れたもの

とし、保守管理に関しては設置主体が中心となり地域の特性を踏まえ市、市内観光事業

者、地域住民との連携を進める事が重要である。 

 

① 設置における連携 

民地に観光案内サインを設置する状況も想定される。そのため、観光案内サイン所有

者、設置土地所有者および地域住民と連携を取ることで、設置における協力関係が必要

である。 

② 維持管理における連携 

地域住民の協力のもと、観光案内サインの破損や落書き等の汚れの状況、周辺のごみ

や雑草の状況等の情報を収集し対応することが必要である。 

 

           
❕トピック 

 

 

【観光案内サインのその他の役割】 

  自治体が設置する観光案内サインに民間施設を掲載する場合、ランドマーク（目印となる建物

等）としてとらえる考え方と広告としてとらえる考え方がある。 

特に地図による情報提供にあたっては、ランドマークを掲載することは案内機能を高める効果

がある。規模、認知度、位置等を勘案し、ランドマークとしての適性を判断することが重要であ

り、その判断基準を定めることが必要である。 

一方で、広告としてとらえる場合はサイン整備や維持管理費用の一部に広告収入を充当する仕

組みが考えられる。当該仕組みを導入する際には、公共的な観光案内サインにふさわしい民間企

業広告か、広告掲載の方法等の運用方法を検討することが必要である。 
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４． 観光案内サインの配置 

異なる設置主体が設置した案内板や既存の案内板との間で連続性の確保、重複の排除を念頭

に観光客の動線をベースに、行動の起点や主要な分岐点を中心に必要最小限の配置を検討する。 

また、街並みや自然景観を阻害する配置にならない点に留意する。 

設置する場所は、道路交通法や道路法の占用許可条件に従い、通行上の安全性に配慮する一

方で、視認性を確保できる場所が望ましい。 

 

（参考）観光案内サインの誘導のイメージ 
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５． 観光案内サインで提供する情報 

(1) 案内サイン 

案内サインは、提供可能な情報量が限られるため、ユニバーサルデザインの観点から

も日本語、英語、ピクトグラムを活用した表記を基本とする。さらに一関市は、台湾か

らの観光客も多く訪れるため、表記の一部を繁体語とすることを検討し、地図に付記す

る凡例を日本語、英語、繁体語表記にすることが望ましい。 

ピクトグラムは、JIS 案内用図記号を基本とするが、地域独自（一関らしい）のピクト

グラムの使用も検討する。なお、多言語表記やピクトグラムの活用については、「岩手県

外国語案内表示統一ガイドライン<観光用語編>」を参照し対応するものとする。 

案内サインで表示する地図表記の基準を以下に示す（設置状況により表示する範囲は

調整する）。 

・メイン地図について 

範囲 1㎞四方程度 

縮尺 1/600～1/1,000程度 

盤面サイズ 1m×1ｍ程度 

向き 標識に向かって前方が上（ヘッドアップ方式） 

 

・広域のサブ地図が必要な場合 

範囲 2㎞四方程度 

縮尺 1/5,000～1/8,000程度 

盤面サイズ 25㎝×25㎝程度 

向き 標識に向かって前方が上（ヘッドアップ方式） 

 

・エリア全体の概要を示す場合 

範囲 行政区域とは関係なく適宜（イラストマップ化も可能） 

向き 設置場所等に応じ適宜設定 

 

・現在地情報は、地図上で最も重要な情報のため赤で表記する。 

・地図表記に使用する色彩は、高齢者や弱視者、色覚障がい者への配慮に留意する。 

・地図内の基本情報は、道路、交通施設（鉄道軌道、鉄道駅、バス停、タクシー乗り場、

船舶乗り場等）、行政界とする。 

・観光案内所、公共施設、文化施設、名所旧跡、公衆トイレ、宿泊施設や商業施設等の

ランドマークとなるもの等は状況に合わせて掲載を検討する。これらの表示には名称や

ピクトグラムを活用し、分かりやすい表記にするために、建物シルエット等を活用する

ことも検討する。 
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盤面の大きさなどで、より詳しい情報や多言語による掲載が困難な場合には、QR コー

ド（株式会社デンソーウェーブの登録商標。以下同じ）を活用し、Webページやアプリケ

ーションによる情報提供も検討する。さらに、非常時の対応として、災害情報の提供を

行う公的 Web ページやアプリケーションへのリンク用 QR コードの掲載も検討する。

  

 

「文字の表記」については、以下を全ての観光案内サインの共通ガイドラインとする。

「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」を参考にした。 

 

書体 ゴシック体を基本とする 

文字高 

1m   の 視 距 離 

10m  の 視 距 離 

20m  の 視 距 離 

和文 

9㎜ 以上 

40㎜ 以上 

80㎜ 以上 

英文 

7㎜ 以上 

30㎜ 以上 

60㎜ 以上 

外国語の表記 
英語とローマ字の組み合わせを基本とし、ローマ字

つづりはヘボン式とする 

 

なお、文字の大きさは、英語は日本語の 3/4、ピクトグラムは英語の３倍以上程度が標

準とされている。「国土交通省による観光活性化標識ガイドライン」を参考にした。 

 

 ピクトグラム 和文 英文 

凡例部表示 24.0mm 10.5mm  8.0mm 

特大サイズ ― 18.0mm 14.0mm 

大サイズ 21.0mm  9.0mm 7.0mm 

中サイズ 16.5mm  7.0mm  5.5mm 

小サイズ 12.0mm  5.0mm  4.0mm 
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案内サイン例（本文記載事項以外に留意すると良いと思われる事項） 

 案内情報が得られる場所であることを明示（インフォメーションマークの 活用） 

 案内地図は見やすい場所に配置 

 ピクトグラムを活用 

 主要施設への誘導にも配慮 

 素材は耐久性、盤面の更新性を配慮 

 

(2) 誘導サイン 

誘導サインは、複数の観光拠点がある場合、情報過多を回避するため３～５箇所程度

を目途とする。 

誘導サインへの記載内容としては、観光拠点や施設の名称、方向を示す矢印と距離を

日本語と英語で記載し、可能な限り観光拠点の特徴を示すピクトグラムや観光地をイメ

ージしやすいイラスト、ロゴ、写真を活用する。盤面に余裕のある場合は、台湾からの

観光客が多く訪れる一関市の特性に合わせ繁体語による表記を検討する。 

表示すべき観光拠点は、まず「主要観光拠点」とし、次にその主要観光拠点からの周

遊観光を想定した「周遊観光拠点」を表示する。さらに、主要観光拠点から駅、駐車場、

バス停等へ誘導する帰路方向についても表示する。 

 

(3) 解説サイン 

解説サインは、当該観光拠点や施設の特徴や魅力、必要に応じて、その解説サインの

設置場所から拠点や施設までの移動所要時間等を説明する簡潔な文書と写真を掲載する。

英語の表記を必須とし、その内容は外国人に魅力が伝わり、わかりやすい解説文とする。 

 

凡例 
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解説サイン盤面に余裕がある場合は、台湾からの観光客が多く訪れる市の特性に合わ

せ、英語に加え繁体語の表記も検討する。その際、QR コードを活用し Web ページやアプ

リケーションによる情報提供も検討する。さらに、非常時の対応として災害情報の提供

を行う公的 Webページやアプリケーションへのリンク用 QRコード掲載も検討する。 

 

(4) 観光施設事業者等が設置する観光案内サイン 

観光施設事業者等が設置する観光案内サインは、主に屋外に設置する当該施設への誘

導案内と、施設内に設置する施設利用者向けの施設の配置や設備などを提供する施設案

内がある。 

観光施設事業者が屋外に設置する観光案内サインは屋外広告物として扱われ、当該規

制に従い設置されることになる。同時に、「一関市景観まちづくり条例」、「一関市本寺地

区景観計画による届出行為等に関する条例」による届出や、位置・規模・形態・意匠・

色彩・素材等に関し、各種景観計画による景観上の配慮が必要となる。 

観光拠点の施設内に設置する観光案内サインを整備する場合も、利用者視線という観

点からは共通のピクトグラムの使用や英語併記等が望ましい。 

以上を勘案し、観光施設事業者等が設置する観光案内サインについても、本ガイドラ

インの協力を依頼する。 

本ガイドラインで協力を依頼する事項 

 JIS案内用図記号によるピクトグラムの活用 

 地域独自の共通ピクトグラムの活用 

 日本語と英語による表記 

 基準となる書体や文字の大きさ 

 ユニバーサルデザインへの配慮 

 本ガイドラインで推奨する色彩の活用 
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６． 観光案内サインのデザイン 

これまでの観光案内サインの設置要件をもとに、案内サイン、誘導サイン、解説サインの

デザイン案を参考に掲載する。 

設置場所による制約を勘案し、基本形として大型、中型（案内サインのみ）および小型の

３種類を準備した。 

デザイン案では、おもてなしの心を伝えることができ、景観に調和しつつ来訪者に一目で

観光案内サインと分かることを念頭に作成している。 

色彩の枠組みとしては、世界文化遺産を擁する近接の平泉町のイメージとの整合性を勘案

した茶系色や、歴史ある街並みに合うと言われる黒系色をベースに、ワークショップで意見

の出た一関市のイメージでもある青系色や緑系色を検討の対象として取り上げた。 

以下に茶系色を活用したデザイン案を掲載する。 

デザイン案では、観光案内サイン（案内サイン、誘導サイン、解説サイン）と表記要件と

の対応を示す。 

 

  観光案内サインと表記要件との対応表 

表記要件 

観光 

案内サイン 

①  
インフォメー

ションマーク 

②  
ピクトグラム 

 

③  
多言語対応 

 

④  
写真・イラス

ト・QRコード 

⑤  
ランド 

マーク 

案内サイン 〇 〇 〇 〇 〇 

誘導サイン 〇 〇 〇   

解説サイン 〇  〇 〇  

※ 番号は、各デザイン例の凡例と対応 

 

 

(1) 案内サイン 

  （地図、日本語＋英語、ピクトグラム） 

 大型【鳥観図な地域全体の案内、デジタルサイネージも検討】 

 中型【駅前等の交通結節や街中での案内】 

車道の反対側からも認知できる工夫（裏面の活用） 

 小型【街中や分岐点での案内】 
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大型【案内サイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【凡例】  

① インフォメーションマークの活用 

② ピクトグラムの活用 

③ 多言語表記（盤面に余裕のある場合は、繁体語に加えその他の言語による表記等も 

検討） 

④ 写真・イラスト・QRコードの活用 

⑤ ランドマークの表示 

③ 

④ 

① 

⑤ 

① 

② 



15 

 

 

中型【案内サイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型【案内サイン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「（2）誘導サイン」で示した大型の【誘導サイン】の代わりに小型【案内サイン】を整

備することも、設置場所の状況や整備地域の状況により検討することが必要である。 
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(2) 誘導サイン 

（ピクトグラム、名称、観光地イメージロゴ等、方向、距離等） 

 大型 

 小型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

① インフォメーションマークの活用 

② ピクトグラムの活用 

③ 多言語表記 

 

 

  

①

③ 

②
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(3) 解説サイン 

（日本語＋英語、QR コードの活用、設置場所や盤面の大きさにより繁体語に加えその他

の言語の活用も検討） 

 大型 

 小型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

① インフォメーションマークの活用 

③ 多言語表記（盤面に余裕のある場合は、繁体語に加えその他の言語による表記等も 

検討） 

④ 写真・イラスト・QRコードの活用 

  

③ ④ 

① 
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(4) 観光施設事業者等が設置する観光案内サイン 

 【デザイン例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

Ａ) ピクトグラムやイラスト、写真の活用 

Ｂ) 多言語対応 

注：上記デザイン案は、本ガイドライン「３．観光案内サイン整備の基本的考え方」

で提案している「観光パンフレットやホームページで使用している、イラストやロ

ゴ、写真等を活用し統一性を持たせる」事例案として一関温泉郷協議会の HP にある

ロゴを利用して作成したものである。 

 

(5) 色彩のイメージ（各デザイン案は「９. 参考」を参照） 

 歴史ある街並み（黒系色、茶系色） 

 自然の中で（茶系色、緑系色） 

 都会的（青系色） 

 

本ガイドラインで推奨する色彩は市の景観に配慮し、黒系色、茶系色、緑系色とする

のが望ましい。 

A B 
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７． その他の留意点 

設置場所、設置主体、設置内容等により、各種規制による制限がある事に留意する。下記

は各種規制による制限の事例であるが、これに限らない。 

 

・岩手県屋外広告物条例 

 地方公共団体が公共的目的で整備する場合の届出とそれ以外の場合の許可取得 

 自家用の場合とそれ以外の場合の制限 

・一関市景観まちづくり条例、一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例 

 届出の基準 

 大きさの規制（高さ、表示面積） 

 色彩の規制（高彩度の不使用等）等 

・道路法による道路占用許可 

・道路交通法による交通安全上の規制等 

 

景観を阻害する案内板、乱立する案内板や看板については、条例や各種規制に従って、地

域住民や設置主体等と連携して集約化を進めることが望ましい。設置の際には、強度や動線

上の安全性を確保し、道路交通法などの法規制の遵守に留意しなければならない。 
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９． 参考 

色別観光案内サインデザイン例 

【 茶 系 色】 
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【 黒 系 色 】 
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【 緑 系 色 】 
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【 青 系 色】 
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36 
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